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お知らせ版

マラソン参加者大募集　仮装大歓迎 !

仮装での参加も大歓迎 !ご参加お待ちしています。

▼期日 平成30年2月3日土 [ 予備日：4日日 ]
▼場所 多目的運動広場

▼対象 市内在住・在勤・在学者

▼種目 マラソン（個人・親子）／駅伝

小学生2km ・中学生以上3km

▼参加費 �マラソン 100円、 親子1組 200円、

駅伝1チーム 500円（5人1組）

▼申込期限 12月15日金

▼申込場所  市内体育施設、 中央出張所

�あじさい館

※�詳しくはホームページをご覧ください。

　問 生涯学習課　☎ 029 ‐ 897 ‐ 0511

大きなお風呂で 身も心もポッカポカに

あじさい館には洋風と和風の二種類のお風呂があ

り、 1週間ごとに男湯と女湯が入れ替わります。 それ

ぞれのお風呂にはラジウム鉱石が入っています。 また、

サウナ室はドライサウナとミストサウナが完備されてい

ます。 寒さが身に染みるこの季節、 あじ

さい館のお風呂に入って、 日々の疲れを

癒してみてはいかがでしょうか。

▼入浴料 市内200円／市外510円

※�市内居住者で 65歳以上・中学生以下の方およ

び障害者・療養手帳を有する方などは無料。

▼利用可能時間 午前10時～午後9時

※最終受付は、 終了時間の30分前となります。

▼休館日 毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、 12

月27日から翌年の1月4日まで

※�詳しくはホームページをご覧ください。

　問 あじさい館　☎ ０２９ ‐ 897 ‐ 0511

ご当地をＰＲ ! ナンバーのデザイン決定

図柄入り土浦ナンバーのデザインが11月10日に

決定しましたので、 ご案内します。

▼デザイン名 「風・空・彩」

▼デザインコンセプト

・霞ヶ浦の帆引き船と花火をモチーフにしたデザイン。

・ �土浦ナンバー地域11市町村をイメージし、 帆引き

船の帆のラインの数と花火の花弁の数を11とした。

▼地方版図柄入りナンバーとは

これまで「ラグビーＷ杯」、 「東京オリパラ 2020」の

特別仕様ナンバープレートが導入されており、 国で

は、 これらの実績を踏まえ、 地域振興・観光振興

を図るため、 地域の魅力ある風景や観光資源を図

柄にしたプレートの交付を平成30年10月ごろか

ら開始する予定です。

図柄入り土浦ナンバーは、 図柄を当地域に特色

あるものにすることで当地域を広く PR するととも

に、 ナンバーに係る寄付金を地域内の交通サービ

スの改善、 観光振興などに活用し、 地域の活性化

を図るために導入するものです。 平成30年 7月

ごろに国において正式決定、 同年8月に事前申込

開始、 同年10月ごろに交付開始となる予定です。

▼その他　

・図柄入りナンバープレートの取り付け（交換）について

�希望により、 図柄入りナンバープレートの取り付け

（交換）ができます。 別途手数料（金額未定）が必

要です。 寄付金（金額未定）を納付する場合はフル

カラー、 納付しない場合はモノトーンとなります。

※交換はせず、 現行のナンバープレートも利用可。

・対象車種について

対象車種は、 登録自動車（自家用および事業用）

および軽自動車です。

※�詳しくはホームページをご覧ください。

　問 政策経営課（千代田庁舎）

第13 回市民マラソン大会

あじさい館  入浴施設のご案内

図柄入り土浦ナンバーのデザインが決定

洋風風呂 
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▼広報誌へのご意見をお寄せください ▼メール・ハガキ・電話などいずれの方法でも結構です ▼広報かすみがうらは、かすみがうら市ホームページで掲載しているほか、市内公共施設やスーパー、コンビニ、金融機関などにも設置しています（一部コンビニ除く）

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
65
歳

以
上
で
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

方
が
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
確
定
申

告
や
年
末
調
整
時
に
所
得
税
や
住
民
税
の「
障

害
者
控
除
」「
特
別
障
害
者
控
除
」を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

申
請
方
法
�
介
護
長
寿
課（
千
代
田
庁
舎
）、

霞
ヶ
浦
窓
口
セ
ン
タ
ー（
霞
ヶ
浦
庁

舎
）、
中
央
出
張
所
に
あ
る
申
請

高
齢
者
の
障
害
者
控
除

区
分 対象者判定基準

控除額

所得税 住民税

障
害
者
控
除

認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅱ a、 Ⅱ b に該当する方
27万円 26万円

障害高齢者の日常生活自立

度Bに該当する方

障
害
特
別
者
控
除

認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅲ a、 Ⅲ b、 Ⅳ、 M に該

当する方
40万円 30万円

障害高齢者の日常生活自立

度Ｃに該当する方

生
涯
学
習
の
推
進
に
係
る
意
見
を
募
集

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種（
助
成
）期
間
延
長

第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
に
つ
い
て

お
う
ち
に
未
登
録
の
象
牙
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

市
で
は
、
生
涯
学
習
分
野
で
の
取
り
組
み
を
、

市
民
、
地
域
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
り
さ
ら
に

充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
、「
か
す
み
が
う
ら
市
生

涯
学
習
推
進
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
計
画
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
ぜ
ひ
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

案
件

か
す
み
が
う
ら
市
生
涯
学
習
推
進
計
画

（
案
）

閲
覧
場
所

総
務
課（
千
代
田
庁
舎
）、
情
報
広

報
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）、
中
央
出
張

所
、
あ
じ
さ
い
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

募
集
期
間

12
月
19
日
火
～
平
成

30
年
１
月
９
日
火

問 

生
涯
学
習
課　
☎ 

０
２
９
（
８
９
７
）
０
５
１
１

ワ
ク
チ
ン
の
生
産
・
出
荷
が
遅
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
平
成
29
年
度
に
限
り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種（
助
成
）期
間
を
１
カ
月
延
長
し
ま
す
。

※�

対
象
者
の
方
に
は
、
９
月
末
日
に
通
知
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

実
施
期
限

平
成
30
年
１
月
31
日
水
ま
で

問 

霞
ヶ
浦
保
健
セ
ン
タ
ー　

☎ 

０
２
９
（
８
９
８
）
２
３
１
２

交
通
事
故
な
ど
第
三
者（
自
分
以
外
）か
ら
受

け
た
傷
病
の
治
療
費
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
が

負
担
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
る
場
合
は
、

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
被
害
届
」の
提
出
が
必
要

環
境
省
で
は
、
国
内
に
あ
る
象
牙
の
在
庫
を

把
握
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
所
持
し
て
い
る
だ

け
で
あ
れ
ば
違
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
登
録

さ
れ
て
い
な
い
象
牙
を
売
っ
た
り
あ
げ
た
り
す
る

の
は
違
法
で
す
。
未
登
録
の
象
牙
を
お
持
ち
の

方
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

所
有
者
死
亡
に
よ
る
近
親
者
へ
の
相
続
は
、

問 

介
護
長
寿
課（
千
代
田
庁
舎
）

母
親
ク
ラ
ブ
会
員
募
集

母
親
ク
ラ
ブ
の
会
員
を
募
集
し
ま
す
。

❶
マ
ザ
ー
ク
ラ
ブ

❷
ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ

仲
間
づ
く
り
や
交
流
を
深
め
、
子
ど
も
た
ち

に
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
提
供
す
る
ク
ラ
ブ
で
す
。

対
象

�

市
内
在
住
の
方
で
、
月
２
回
の
ク
ラ
ブ

活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方

❸
幼
児
ク
ラ
ブ

季
節
行
事
に
親
子
で
参
加
し
、
親
子
の
ふ
れ

あ
い
を
楽
し
む
ク
ラ
ブ
で
す
。

対
象

�

市
内
在
住
の
方
で
、
１

歳
～
４
歳
児
と
そ
の
保

護
者
で
週
１
回
の
ク
ラ

ブ
活
動
に
参
加
で
き

る
方

※�

入
会
書
類
は
、
各
児
童
館
で
平
成
30
年
１
月
15

日
月
か
ら
配
布
し
、
２
月
８
日
木
午
前
10
時
か

ら
11
時
半
に
申
込
受
付
を
し
ま
す
。

問 

大
塚
児
童
館　

☎ 

０
２
９
９
（
５
９
）
４
０
８
８

▼広告掲載企業を募集しています。 会社やお店の宣伝、商品の紹介にご活用ください。 対象や料金など、詳しくは情報広報課（霞ヶ浦庁舎）にお問い合わせください。 ▼ニセ電話詐欺にご注意ください。 不審な電話を受けた時には、 最寄の警察署もしくはニセ電話詐欺相談ダイヤル（☎ 029 ‐ 301 ‐ 0074）まで通報を !

住
民
票
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

個
人
番
号
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）を

利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
ご
存
知
で

す
か
。
住
民
票
謄
抄
本
、
印
鑑
登
録
証
明
書
を

夜
間
や
休
日
で
も
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
大
変

便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
な
お
、
発
行
手
数
料

の
減
額
措
置
は
、
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

対
象
コ
ン
ビ
ニ

 

全
国
の
セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー

ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ

ニ
ス
ト
ッ
プ
、
サ
ー
ク
ル
K
サ
ン

ク
ス
、セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
A
コ
ー

プ
北
東
北

※�

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
設
置
店
舗
に
限
り
ま
す
。

利
用
時
間

午
前
６
時
半
～
午
後
11
時（
12
月

29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

発
行
手
数
料

各
証
明
書
１
通
２
０
０
円（
市

役
所
窓
口
交
付
は

３
０
０
円
）

問 

市
民
課（
千
代
田
庁
舎
）

千
代
田
庁
舎
で
は
、
各
種
証
明
書
の
交
付
や

納
税
相
談
な
ど
の
一
部
事
務
の
開
庁
時
間
を
延

長
し
て
い
ま
す
。（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

日
時　
　

毎
週
木
午
後
7
時
ま
で

開
庁
窓
口　

税
務
課
・
国
保
年
金
課
・
納
税
課

市
民
課
千
代
田
窓
口
セ
ン
タ
ー

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
延
長

相　

談

県
南
エ
リ
ア 

イ
ベ
ン
ト
情
報

フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク 

ウ
イ
ン
タ
ー
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

今
シ
ー
ズ
ン
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、エ
リ
ア

を
拡
大
し
演
出
も
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
。五
感
で

体
験
す
る
冬
の
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク

で
、フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
ひ
と
と
き

を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

期
間

11
月
15
日
水
～
平
成
30
年
１
月
14
日
日

※
月
曜
日
・
12
月
31
日
・
１
月
１
日
は
休
園

点
灯
時
間

午
後
５
時
～
９
時

入
園
料

�

大
人
５
０
０
円
／
小
人
２
５
０
円

※�

詳
し
く
は
、茨
城
県
フ
ラ
ワ
ー

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問 

茨
城
県
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク

☎
０
２
９
９
（
２
３
）
１
１
１
１

な
ん
で
も
か
ん
で
も
相
談

あ
な
た
の
悩
み
事
、
無
料
で
解
決
の
一
歩
を
探

し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時

12
月
16
日
土
午
後
１
時
半
～
４
時
半

場
所

や
ま
ゆ
り
館

※�

司
法
書
士
、
行
政
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
は

予
約
制
と
な
り
ま
す
。

問 

社
会
福
祉
協
議
会

☎ 

０
２
９
（
８
９
８
）
２
５
２
７

フ ラ ワ ー パ ー ク
ホ ー ム ペ ー ジ

環 境 省 Ｈ Ｐ

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
・
自
己
搬
入

年
末
の
ご
み
収
集
は
12
月
30
日
土
ま
で
収
集

カ
レ
ン
ダ
ー
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
年

末
の
新
治
地
方
広
域
環
境
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ

の
自
己
搬
入
は
12
月
28
日
木
ま
で
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
大
掃
除
で
出
た
家
庭

ご
み
な
ど
自
己
搬
入
が
増
え
る
時
期
で
す
の
で
、

計
画
的
な
利
用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
年
始
は
ご
み
集
積
所
の
収

集
も
自
己
搬
入
も
翌
年
１
月
４
日
木

か
ら
開
始
と
な
り
ま
す
。

問 

環
境
保
全
課（
霞
ヶ
浦
庁
舎
）

と
な
り
ま
す
。

問 

国
保
年
金
課（
千
代
田
庁
舎
）

書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、

介
護
長
寿
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い（
郵
送
可
）。

※�「
障
害
者
手
帳
な
ど
で
障
害
者
控
除
を
受
け

る
方
」「
本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
非
課
税
に

な
る
方
」は
申
請
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
、
控
除
対
象
外

の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

違
法
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
の
後
販

売
な
ど
を
す
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
登
録

が
必
要
で
す
。

※�

ア
ク
セ
サ
リ
ー
類
や
印
鑑
の

象
牙
加
工
品
は
、
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

問 

象
牙
在
庫
把
握
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局

☎ 

０
３
（
６
６
５
９
）
４
６
６
０

有料広告欄 有料広告欄
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広報誌は環境にやさしい

植物油インキを使用しています。

寒い冬にこそ要注意 !　高血圧

年末「冬になると血圧があがる」 「脳出血

の人が増える」と言われています。 今月は、

冬に要注意の“寒さ”と“高血圧”についてです。

▼寒さと高血圧の関係

寒くなると血圧が上がるのは、 どうしてでしょうか ?

私たちは通常でも、 冷たいものに触れるとヒヤッと

したりドキッとしたりします。 この時、 身体の血管は

収縮し、 自然に血圧が上昇します。 つまり、 冬に

なると外気温が下がることで、 身体の血管が収縮

し高血圧になりやすくなります。

▼冬に脳出血の人が増える理由

�冬場、 暖かい場所から寒い場所へ出ることで、 身

体の血管が収縮し血圧が上昇します。 その結果、

脂質異常症・糖尿病・動脈硬化などの持病があ

る方は、 この寒冷刺激をきっかけに、 脳出血など

の脳血管疾患や狭心症・心筋梗塞などの心疾患

を引き起こしてしまうことがあります。

▼冬に注意 !　飲酒とお風呂

・ 高血圧と飲酒

冬場は忘年会や新年会など、 お酒を飲む機会が

多くなります。 お酒には血管を拡張させる作用が

あり、適量であれば、血圧を下げる作用があります。

ところが、 過度の飲酒になると、 利尿作用による

脱水なども加わり、 血圧は上昇へ転じます。 外の

冷気で、 さらに上昇することがあり、 寒い日の多量

飲酒は大変危険です。 「血圧が高め」 「血中脂質

が高い」 「血糖が高い」という指摘を受けている方

は、 冬のお酒の飲み方にも注意が必要です。

・高血圧と入浴

 冬の入浴は、暖かいお風呂と寒いお風呂場や室内。

というように温度差が激しく、 血管の拡張と収縮

が激しくなります。 高血圧の指摘がある方の場合、

入浴前に、 室内を暖めておいたり、 入浴時間を短

くするなどの工夫が必要です。 また、 飲酒後の入

浴は、急激に血圧が下がる可能性が高くなるので、

控えるようにしましょう。

▼冬の血圧管理の注意点

�「気温差」に気をつけるということがポイントになっ

てきます。 起床時部屋を暖めておく、 入浴前に部

屋を暖めておくなどの工夫が必要です。 血圧が気

になる方は、 定期的に血圧測定をおススメします !

� 問 霞ヶ浦保健センター ☎ ０２９ ‐ 898 ‐ 2312

1 月から事業用太陽光発電設備の
支援措置申告の受付がはじまります

市では、 再生可能エネルギーの導入促進を図ると

ともに地球温暖化防止に寄与する目的として、 一定

規模の事業用太陽光発電設備が設置された土地に

対して固定資産税の特例措置（軽減措置）を実施して

います。

[ 特例措置を受ける方は申告が必要 ]

▼特例措置を講じる税目

固定資産税 (土地 )

▼特例措置による価格

固定資産税課税標準額の2分の1

▼適用期間

太陽光発電設備が設置された翌年から5年間

▼対象になる土地

最大出力10キロワット以上の太陽光発電設備で、

電気を売電する契約を電気事業者と締結しており、

太陽光発電設備の設置により地目変更などが生じ

て土地評価額が上がる土地

▼対象者

事業用太陽光発電設備が設置された土地の所有

者または相続人代表者

▼申告期限

毎年1月31日（土日㊗は除く）

※�申告書（様式第1号）と関係書類を添えて環境保

全課（霞ヶ浦庁舎）へ提出してください。 なお、 添

付書類の納税証明書（その2）は、 平成30年1月

4日木以降に取得したものに限ります。

※�様式については、 市ホームページより

ダウンロードできます。

▼注意

初年度の申請と変更などがない場合には、 申告書

および納税証明書（その 2）の提出をお願いします。

その他の添付書類の提出の必要はありません。

問 環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

事業用太陽光発電設備設置促進の支援措置 寒さと高血圧

○ × ×


